
 

 

 

 

2025年 9月 18日 

各 位 

会 社 名  ＧＡＴＥＳ ＧＲＯＵＰ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 関 野 雄 志 

問合せ先  取締役 CFO 管理本部長 瀬戸武 

       （TEL 03-5937-0846） 

 

募集事項の変更に関する取締役会決議のお知らせ 

 

 2025 年 8 月 21 日開催の当社取締役会において決議した議案第 2 号及び第 3 号（当社株式の募集株式の

発行）に関し、本日、募集事項の内容を下記のとおり変更する旨の決議をしましたので、お知らせいたし

ます。 

記 

 

１．募集株式の発行の件（第 2 号議案） 

⑴ 募 集 株 式 の 種 類  普通株式 

⑵ 募 集 株 式 の 数  4,166,666株 

⑶ 募集株式の払込金額  1株につき 1,200円 

⑷ 払 込 期 日  2025年 10月 17日 

⑸ 増加する資本金の額及び

資 本 準 備 金 の 額 

 ①増加する資本金の額は、会社計算規則第 14条第 1項に基づき算出される

資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額として、計算の結果 1 円未満の端

数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。 

②増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の

額を減じた額とする。 

 

２．募集株式の発行の件（第 3 号議案） 

⑴ 募 集 株 式 の 種 類  普通株式 

⑵ 募 集 株 式 の 数  6,250,000株 

⑶ 募集株式の払込金額  1株につき 8米ドル 

⑷ 払 込 期 日  2025年 10月 17日 

⑸ 増加する資本金の額及び

資 本 準 備 金 の 額 

 ①増加する資本金の額は、会社計算規則第 14条第 1項に基づき算出される

資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額として、計算の結果 1 円未満の端

数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。 

②増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の

額を減じた額とする。 

以 上 


